
令和8年3月16日現在

分類 問 回答

応募要件_1

　「令和７・８・９年度農林
水産省競争参加資格（全省庁
統一資格）の「役務の提供等
（調査・研究）」の区分の有
資格者であること」とされて
いるが、当該資格は研究グ
ループ全ての参画機関に必要
か。

　代表機関が当該資格を有している必要があります。
　「研究管理運営機関」を配置する場合は、「研究管理運営機関」が当該資格を有し
ている必要があります。

研究コンソーシアム等_1

　共同機関が、研究期間の途
中で、やむを得ない理由によ
り離脱することになった場
合、研究コンソーシアム側は
何らかのペナルティを受ける
のか。また、研究を継続する
にはどのような対応が必要
か。

　共同研究機関が研究期間中に離脱することについて特段のペナルティはありませ
ん。
　共同研究機関の離脱により当初の計画目標達成に重大な影響を与える場合は新たな
共同研究機関を選定していただく必要があります（目標達成が見込まれない場合は研
究の中止もありえます。）。
　また、委託契約・研究計画等の変更手続きをしていただくこととなります。

研究コンソーシアム等_2

　単独の研究機関として申請
する場合、機関内に製造・加
工部門が入っていれば、共同
研究機関として製造事業者が
参画しなくても問題ないか。

　単独で申請する研究機関が実需者であれば、問題ありません。
　なお、地方公共団体の研究機関における産業部門や工業部門は、製造事業者に該当
しません。

共同研究機関等_1

　研究開始後に共同研究機関
や協力機関の追加は可能か。

　生研支援センター等と協議の上、必要と認められる場合は追加が可能です。

共同研究機関等_2

　公募要領２（１）ウ④にあ
る「当該新規課題で取り組む
対象作物の流通、製造又は加
工関係者が共同研究機関とし
て参画していること」に関
し、流通、製造又は加工関係
者を共同研究機関とするに
は、これらの会社が研究機関
として e-Rad に登録されて
いる必要があるか。

　共同研究機関として参画する流通、製造又は加工関係者も、研究を行う機関として
e-Radに登録されている必要があります。
　なお、当該機関のe-Radへの登録が応募締め切りまでに間に合わない場合、課題提
案書に共同研究機関として参画する流通、製造又は加工関係者の情報を記載するこ
と、及び、採択された場合に適切に手続きを行うことを条件に、e-Rad上への登録が
後日となることも認めます。

研究管理運営機関_1

　代表機関が民間のプライム
企業（旧１部上場企業）でも
研究管理運営機関の設置は可
能か。

　代表機関が大企業であっても研究管理運営機関の設置は可能です。

エフォート_1

　本事業に研究統括者又は研
究分担者として、複数の課題
に応募することは可能か。
　また、すでに採択されてい
る課題に参画していても応募
は可能か。

　複数課題の応募や、すでに採択されている課題に参画している研究者の場合の応募
は可能ですが、研究者のエフォートに注意するとともに、その旨を提案書に記載して
ください。
　また、公募要領５の（１）の「不合理な重複及び過度の集中の排除」に注意をお願
いします。

エフォート_2

　本事業に応募し採択結果が
判明しない前に、他の研究事
業に同じ研究内容で応募する
ことは、不合理な重複に当た
らない理解でよいか。

　本事業の審査結果が判明しない時点で、他の研究事業への同じ内容での応募は可能
です。
　仮に本事業で採択された場合、別の研究事業での応募申請を取り下げ・辞退等して
いただきます。または、別の研究事業で先に採択された場合は本事業の応募を取り下
げる等して、不合理な重複を回避する必要があります。

エフォート_3

　応募用紙の状況・エフォー
ト」において、「（２）受入
予定の研究費」と「（３）現
在受け入れている研究費」が
あるが、どのように書き分け
ればよいか。また、令和７年
度で終了する研究費は、記載
する必要があるか。

　（２）受入予定の研究費には、令和８年度以降に実施が決まっているもの、（３）
現在受け入れている研究費には、現在実施中の研究費で令和８年度以降も実施するも
のを記載してください。令和７年度に終了する研究は「２．研究費の応募・受入等の
状況・エフォート」ではなく、実績として「５．研究業績」へ記載してください。
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分類 問 回答

研究統括者等_1

　研究総括者の要件におい
て、研究機関等に常勤的に所
属することとあるが目安時間
はあるのか。

「常勤」とは週32時間以上の労働時間が基本となっています。
したがって「常勤的」は、その８割程度の労働時間の勤務が目安時間と考えていま
す。

委託費_1

　「研究グループの構成員に
農研機構の研究機関が参画す
る場合、当該研究機関に係る
研究予算については別途予算
措置をする予定」とあるが、
農研機構の研究費は予算記載
時においては委託費上限額と
別途となるのか、委託費上限
内となるのか。

　委託費上限額は、農研機構の研究費も含めた総額です。

データマネジメント_1

　データマネジメントプラン
の記載方法について、具体的
にどのようなデータを記載す
るのか。

　研究の実施過程で生じるすべての研究データを記載していただきます。
　なお、研究実施中に当初計画にない研究データが生じた場合は、プランに追加して
記載していただきます。

データマネジメント_2

　本事業実施期間中において
も、研究担当者が参画する他
のプロジェクトにおいて、
データを利活用してもよい
か。

　研究コンソーシアム内において、データ毎にその性質に応じて公開・非公開や公開
範囲等を決定していただくことになります。
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